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研究成果の概要（和文）：   本研究は、米国と日本の産業革命期における金融機関行動を象徴する「インサイダー・
レンディング」と「機関銀行論」に係る既存研究の論点整理・再検証をするとともに、それぞれの地域の金融機関行動
の特質や類似点を析出する比較史的試みである。対象とした主な地域は、米国ニュー・イングランド地域と日本の山梨
県である。これに加えて、独特の州法銀行制度の発展を見た米国ネブラスカ州についても、その経済的な発展における
銀行等金融機関の役割と州法銀行制度の変遷を中心に分析を加えた。とくに、海外調査により膨大な一次資料の収集が
実現したので、所蔵元との調整をしつつ、徐々に公開を進めているところである。

研究成果の概要（英文）：   This study tried rearranging and reexamining of the existing study to modify th
e "insider lending" theory of the early banking in the US and "the institutional (or organ) bank theory" o
f early industrial era in Japan to symbolize activities by financial institutions. This is also a study of
 a comparative banking history between the both countries. In this study I concentrated to precipitate the
 characteristic and the similarity of the activities by the financial institutions of each area. Main area
s that I intended for are the New England of US and Yamanashi of Japan. In addition, I picked up Nebraska 
to see the development of a unique state bank system in the US banking history.  
   In the course of this study, I have collected enormous primary documents by overseas researches and spe
nt most of my time to decrypt and reorganize them some of which are uploaded at our institutional reposito
ry system.
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１．研究開始当初の背景 
（１）米国金融史とりわけ産業革命期の米国
銀行業の発展に関する研究は、L.デービス、
F.レッドリック、フェンスターメーカーなど
により、1960 年代を通じて大きな成果を上
げてきた。そのうち、L.デービスは個別企業
の資金調達の具体的な仕組みにまで踏み込
んで、米国産業革命期の銀行その他の金融機
関と産業資本との密接な関わりを明らかに
してきた。これらの研究を受けて、日本にお
いても同様の研究成果が次々と生まれた。
1980 年代以降になると米国における金融史
研究の重心が、1930 年代大不況期を対象と
するものに移行したため、しばらく、産業革
命期を対象とする金融史研究は後景に退い
ていた。そうした状況を突破したのは、N.ラ
モローによる「インサイダー・レンディング」
の「発見」である(1994 年)。インサイダーと
は銀行の役員・株主などのことであり、イン
サイダー・レンディングとは、彼ら自身やそ
の親族、ビジネス仲間に対する当該銀行から
の貸出のことである。産業革命期のニュー・
イングランド地域における企業活動発展の
背後に、銀行その他の金融機関株主やその関
係者による信用供与が重要な役割を果たし
たこと、そして、日本においては不健全経営
の象徴とされる「機関銀行」的経営行動であ
るインサイダー・レンディングが、むしろリ
スク回避的行動であったことを示したので
ある。 
 
（２）N.ラモローの研究は、ハーバード大学
のベーカー図書館歴史コレクションやニュ
ー・イングランド各地の州立歴史資料館や個
別企業のアーカイブスなどが所蔵していた、
銀行企業に関する一次資料を利用するその
後の研究活動に大きな刺激を与え、この時期
を対象とした産業金融史研究の進化を促し
た。日本における研究としては佐合紘一
(2003 年)や大森琢磨(2004 年)がある。佐合氏
は、ニュー・イングランドにおける初期銀行
やその他金融機関が繊維株式会社の資金調
達に深く関わっていたこと、しかも銀行関係
者が株式担保貸付や融通手形などを利用し
て、金融機関相互の有機的な企業金融体制が
存在したことを明らかにした。また、大森氏
は、後年連邦準備制度設計に影響を与える
「サフォーク・システム」に関して、より詳
細な制度分析を加えた。 
本研究代表者による研究論文「インサイダ
ー・レンディング再考」(2008 年)は、ニュー・
イングランド地域の企業勃興を支えた銀行
をはじめとする同地域の金融機関の貸出構
造、企業の資金調達構造を再検討し、N.ラモ
ローのインサイダー・レンディング仮説が必
ずしも適用できないケースや同じニュー・イ
ングランド地域内であっても、そのような貸
出慣行がほとんど見られない地域が複数以
上存在していることを示した。さらに、ビジ
ネスモデルという視角からのインサイダ

ー・レンディングに対する評価を加えた。し
かし、この研究は具体的事例が数地域にすぎ
ないという限界をもっていた。 
 
（３）産業革命期、工業化初期ないし企業勃
興期とよばれる時期における金融機関行動
の特徴を示した議論としては、日本の「機関
銀行論」がある。近年、当該理論を取り上げ
た研究はほとんど見られることがなくなっ
たが、前述の N.ラモロー論文が発表されると、
金融史研究者らの間で再び注目が集まるこ
ととなった。これについて、本研究代表者は
2008 年より山梨県についての調査を開始し、
当該期の金融機関行動の特徴を析出しよう
とする研究を開始していた。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、第 1 に米国ニュー・イング
ランド地方の企業勃興を主導した金融的側
面・メカニズムの解明にある。第 2 は、山梨
県産業経済史における企業勃興と同地域の
金融機関の貸出行動の特徴を解明すること
である。第 3 は、上記の研究を日米比較する
ための一次資料の整備を進めることである。 
３．研究の方法 
本研究は文献調査が中心となる。主として一
次資料を利用した分析により、先行研究の到
達した地平を確認しつつ、先行研究の不足や
誤りを正すとともに、史料批判を通じて新た
な発見を付け加えるという方法で進める。米
国を対象とする分析視角は N.ラモローのイ
ンサイダー・レンディング仮説を、日本に関
しては機関銀行論による方法を借用する。具
体的に対象となるのは以下の資料である。 
 
（１）ハーバード大学ベーカー図書館歴史コ
レクションやニュー・イングランド各地の州
立や個別企業のアーカイブスなどにある銀
行・企業の取締役会議事録・営業報告書等の
一次資料。 
 
（２）山梨県立図書館、同博物館、甲府市立
図書館、山梨中央銀行金融資料館等が所蔵す
る、県内金融機関およびその取引先関係資料。 
 
（３）比較のためのその他の地域として、ネ
ブラスカ州立歴史資料館アーカイブス資料
および米国立文書館（ＮＡＲＡ）が所蔵する
銀行史関係資料。 
 
４．研究成果 
（１）ハーバード大学ベーカー図書館への調
査研究成果の第１のものは、マサチューセッ
ツ州内国法銀行株主分析である。 
まず、1865・1867・1869 年版のマサチューセ
ッツ州内国法銀行株主名簿の名寄せ作業（各
約 4万 5千件）により、銀行株主の存在状況
を確認する作業を行った。 
この作業の結果は、Ｎ．ラモローの分析した
1850 年代以前の状況、すなわち「主要な株主



らが複数の銀行の株主となっていた」とは明
らかに異なるものとなった。また、銀行株主
の分散的な存在状況の拡大傾向が明らかと
なった。 
銀行株主の住所についても、ニュー・イング
ランド各地ばかりでなく、東海岸地域と中心
に、米国各地、イギリスなどの外国のものが
見られ、株主の地理的な分散についても拡大
していることがわかった。 
この結果は、ニュー・イングランド各地の個
別銀行資料（ハーバード大学ベーカー図書館
所蔵）による貸出先の特定という作業と同時
並行して進めたが、株主の異動もかなり見ら
れ、株式市場が発展していたと推測できるも
のであった。そのため、ボストン、ニュー・
ヨーク、フィラデルフィアの株式市場の取引
状況についても、資料の分析を進めた。 
 
結論：ニュー・イングランド地方とりわけマ
サチューセッツ州の各国法銀行の貸出先は、
銀行ごとにかなりの違いがみられ、各地の産
業や商業関係者をメインにしている銀行、産
業等とは関係していないとみられる個人を
メインにしている銀行、貸出先に大きな偏り
とりわけ大口の貸出先が含まれるものなど
様々なタイプを発見することができた。ただ、
どの銀行も大口の貸出先が貸出しの大部分
を占めるような状況ではなかったし、銀行役
員等への貸出が 30％を超えるようなものは
見つからなかった。この作業は、論文として
完成するところまで至っていないが、本学機
関リポジトリに「資料解題」等の形で所載さ
れる。 
 
（２）ハーバード大学ベーカー図書館への調
査研究成果の第２のものは、南北戦争前のニ
ュー・イングランド地方における州法銀行免
許取得慣行の特徴についてのものである。 
その主要なものは、コネチカット州の 1825
～ 1850 年 は 「 銀 行 へ の 課 税 時 代
(tax-the-bank era)」と呼ぶべき時代が存在
したということである。 
18 世紀末から 1810 年代ごろまで、州法（州
議会による特許法の成立）が銀行の設立にあ
たって求めた要件は、銀行券の発券およびそ
の貸出の必要性や十分な責任能力があるか
などを立証するというものが一般的であっ
た。ところが、コネチカット州では、1825 年
以降の銀行免許の取得には、それ以前とは明
らかに違うものが必要とされるようになっ
た。それは、州政府が銀行免許公布に先立っ
て、将来の収益に対する「税」を徴収し始め
たという点である。その内容を追っていくと、
その「税」と呼ばれるものが、旧来のなにか
非公式で表には出てこない（議員への「働き
かけ」など）、個人的な性格をもつものでは
なく、議題として州議会の委員会等において
公式に議論されるべき性格のものへと変化
している。 
州議会は、申請された銀行の所在市ないし町

への開業の第１番目のものに対しては、「税」
に関する特別の条項を付け加えずに免許を
公布した。ところが、２番目以降の申請に対
しては、何らかの特別な条項を付け加えるよ
うになったのである。たとえば、1831 年設立
の The Connecticut Bank of Bridgeport の
場合、Yale University に 7,000 ドル、
Washington College に 3,000 ドルを、1834
年設立の The Stamford Bank の場合は
Wesleyan University に 5,000 ドルの寄付を
免許の公布と関連して行った。（紙幅の関係
で議会で決定された当該期新設の銀行への
「課税」の全体を示すことはできないが、次
ページ［発表論文］の最初に掲げた論文の第
７ページを参照されたい。） 
 
結論：従来、州法銀行の設立に関しては、商
人や企業家などの私益の追求の問題として
考察されてきたが、コネチカット州のこの事
例は、免許を交付する側の問題としても考察
されるべきことをそれにとどまらない意味
を持つものとしての問題提起をしている。す
なわち、この当時は、州法銀行の設立が同時
に、州政府にとっても重要な「税収源」、す
なわち公益的性格を色濃く持つものであっ
たという点である。独立後間もない合衆国の
小さな州にあって、州＝国土の建設は重要な
仕事ではあっても、それを実施するための十
分な税収があった確保できたわけではない。
銀行設立免許の公布に当たって、寄付や資金
提供の形で、「税」を徴収しようというのは、
一種の発明であろう。 
行論は、こうした慣行に関する事例紹介と問
題提起にとどまるが、米国における初期銀行
業の理解を深める全体像の部分をなす。 
 
（３）戦前期山梨県内の産業と銀行の関係等
に関する研究は、おもに『山梨県史』関連資
料及び『甲府市史』関連資料の分析を通じて
進めた。ここでは、若尾家関連資料を地所経
営を中心に分析を進めた。若尾家に関するも
っとも古い資料のひとつである「巡察使質問
事件取調書」（明治 16（1883）年）によれば、
この調査時点で若尾逸平の不動産額は5万円
であり、県内では十指に入る規模であった。
さらに、明治 23（1890）年から始まる「貴族
院多額納税者議員互選人名簿」を見ると、そ
の地租額は常に県内トップを占めている。そ
こから考えれば、明治中期までに若尾家の土
地集積が相当進んでいた。 
「若尾地所部『決算報告書』」で、利用でき
るのは「大正 6年決算報告書」から「昭和元
年決算報告」(大正 8年度は欠落)である。若
尾家は明治初年の大小切騒擾や大正7年の米
騒動時に甲府の本家を消失している。また、
昭和初年の金融恐慌に影響を受けた若尾銀
行の破たんなども影響して、同家資料の多く
は散逸してしまっているため、本資料は若尾
家の地主経営に関する数少ない一次資料で
ある。 



本資料の分析を通じて、若尾家の土地経営の
概況、具体的な小作料収納状況、収納穀物の
処分、その他地所経営の収支状況について知
ることができる。 
この分析を通じて、若尾地所部は昭和初年ご
ろには、田地をはじめとする所有小作地の大
部分を売却し、わずかに宅地関係の地所を残
すのみとなり、戦前期の地主のステレオタイ
プである田畑を小作人に貸し付け、小作料収
入を経営の柱とするような地所経営の形態
からは大きく変容していた。この地所経営と
若尾銀行およびその他の産業企業経営との
関連についての分析は、今後の課題である。 
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